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PRTR排出量の正確な届出について
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化管法の概要

SDS制度

•有害性のおそれのある化学物質及び当該化学物質を含有する製品を、事業者間で譲
渡・提供する際に、化学物質の性状及び取扱い情報といった、化学物質の適正管理に
必要な情報提供を事業者に義務づける制度。

<対象化学物質＞

第一種指定化学物質（515物質）及び第二種指定化学物質（134物質）が対象。

＜対象事業者＞

・対象業種・従業員数・取扱量等に関わらず、指定化学物質及び指定化学物質を1質
量％以上（特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量％以上）含有する製品を国
内において他の事業者に譲渡・提供する事業者が対象。

•人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量及び
廃棄物に含まれての移動量を事業者が把握し、国に報告することを義務づける制度。

•国は、事業者から届出された排出量・移動量の集計結果及び届出対象外の推計排
出量を併せて公表。

<対象化学物質＞

第一種指定化学物質（515物質）が対象。

＜対象事業者＞

・対象業種：政令で指定する24業種を営む事業者

・従業員数：常用雇用者数21人以上の事業者

・取扱量等：第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上（特定第一種指定化学
物質の場合は0.5t以上）ある事業所を有する事業者等

PRTR制度

(Pollutant Release and Transfer Register) (Safety Data Sheet)

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

⚫ 事業者による化学物質の自主的管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする
。（法第1条）

⚫ 事業者は国が定める化学物質管理指針※に留意した化学物質管理を実施するとともに、進捗状況等の情報提
供を行う等国民の理解を図るよう努めなければならない。（法第4条）

※指定化学物質等取扱い事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針

4https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html



⚫2021年10月20日 改正政令の公布
⚫2023年４月１日 改正政令の施行
⚫2024年４月１日 改正政令でのPRTR届出開始

2021年化管法政令改正

462物質

100物質

515物質

134物質

＜改正前＞ ＜改正後（2023年4月～）＞

第１種指定化学物質

PRTR・SDS

第２種指定化学物質

SDS

最新の有害性に関する知見や排出状況等を踏まえ対象物質を見直し

（追加256、除外164、変更（第1種→第2種、第2種→第1種））

5https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html
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経済産業省及び環境省は
届出、届出外データを集計し、
結果を公表するとともに、
関係省庁及び都道府県へ通知

自社の排出量、移動量の位置づけを確認。化学
物質管理活動の評価・改善

個別事業所ごと、対象物質ごとに化学
物質の環境中への排出量と廃棄物に
含まれての移動量を把握

経済産業省及び環境省は
○届出対象外事業者からの排出量
○届出データ以外の排出源（家庭、農地、自動
車等）からの排出量を推計

届出外データ（推計）

事業者

国

管理状況に対する評価

令和6年度届出
32,502件

届出

化学物質の排出、
管理状況に関する
国民の理解の増進

国民

◎物質別、業種別、地域別等
の集計結果を公表
◎個別事業所データの公表
◎届出外推計の結果を公表

都道府県等

PRTR届出システム

ＰＲＴＲ制度の体系
⚫ 事業者は都道府県経由で事業所管大臣に排出量・移動量を届出

⚫ 国は届出データの集計や届出外の排出量を推計し、国民に公表



ＰＲＴＲ届出の概要

■ 把握期間 前年4月1日から1年間

■ 対象物質 第一種指定化学物質515物質

（特定第一種指定化学物質23物質含む）

■ 届出要件 届出対象となる条件

業種 事業者規模 年間取扱量 特別要件施設

事業者

届出 送付

都道府県等 各大臣

記録・集計

公表

■ 届出期間 4月1日から6月30日まで

■ 届出方法 電子届出、磁気届出、書面届出

7
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第一種指定化学物質：５１５物質

人健康や生態系への有害性（ハザード）とばく露の可能性に着目して選定

特定第一種指定化学物質※：２３物質

※第一種指定化学物質のうち、発がん性、変異原性、生殖毒性について高い有害性が認められる物
質、一定以上の生態毒性を有する物質で難分解性かつ高蓄積性を有する物質。

※製品中含有率の要件、年間取扱量の要件が異なるので注意

PRTR届出対象化学物質

※ばく露性の基準を考慮せず、有害性基準に該当し⾃主管理が必要な物質

ばく露の可能性
➢過去10年に、環境モニタリング（「黒本」）の複数地域で検出

➢年間排出量10トン以上、移動量100トン以上（PRTRデータあり）

➢年間排出量推計値10トン以上（PRTRデータなし、化審法用途のみ）

➢製造・輸入量100トン（農薬10トン）以上（〃、化審法用途以外）

➢環境保全施策上必要な物質※

有害性（ハザード）

・発がん性 ・変異原性 ・経口慢性毒性 ・吸入慢性毒性

・作業環境許容濃度から得られる吸入慢性毒性

・オゾン層破壊物質  ・生殖発生毒性 ・感作性 ・生態毒性

第一種指定化学物質リスト https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/211015class1.pdf 9
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PRTR対象化学物質の確認方法～NITE-CHRIP～

⚫ 対象化学物質に該当するかの確認は、NITE-CHRIPが便利。

⚫ 化学物質、法規制、どちらからも調べることが可能。

ホームページ：https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop

CAS登録番号や化学物質名称等
から調べる場合はこちらをクリック

法律名等から調べる場合はこちらをクリック

対象化学物質は確認済みのCAS登録番号を収載しており、全ての対象化学物質を網羅している訳ではない



①～③の要件すべてに該当する事業所は届出が必要

ＰＲＴＲ届出の要件

① 対象業種：２４業種（事業者としての業種）
⚫ 施行令第３条で指定されている２４業種に該当
（金属鉱業、原油・天然ガス鉱業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、下水道業、倉庫業、石油卸売業、燃料小売
業、自動車整備業、自動車卸売業、一般廃棄物処理業、産業廃棄物処分業、医療業・・・）

② 事業者規模：常用雇用者数２１人以上（事業者として）
⚫ 事業者全体の雇用者数であり、事業所単位ではない。

③ 年間取扱量：年間取扱量が１トン以上の事業所
⚫ 特定第一種指定化学物質は０．５トン以上
⚫ 把握年度の年間取扱量（製造量＋使用量）を対象

又は

特別要件施設：特別要件施設を設置している事業所
⚫ 年間取扱量要件を満たしていなくても届出が必要
（下水道終末処理施設、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設、ダイオキシン類対策特別措置法により規定され
る特定施設、鉱山保安法により規定される建設物等施設）

事
業
者
単
位

事
業
所
単
位

11
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/3.html
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PRTR対象事業所の判定方法

判定フローのHP：https://www.nite.go.jp/chem/prtr/judg.html

対象業種に該当する事業を営んでいるか

事業者の常用雇用者数は21人以上か

対
象
物
質
の
排
出
・
移
動
量
の
届
出
は
不
要

対象物質の排出・移動量の届出が必要

事
業
者
単
位
で
判
断

事
業
所
単
位
で
判
断

YES

NO YES

YES

YES

NO

NO

a)第一種指定化学物質を年間１t以上（特定第一種指定化学物質
の場合は0.5t以上）製造（副生）しているか

YES

b)特別要件施
設があるか

NO

NO

YES

c-1) 取り扱う原材料、資材等の製品中に第一種指定化学
物質が１%以上（特定第一種指定化学物質の場合は
0.1％以上）含まれているか

c-2) その対象物質の年間取扱量（製造・使用等の総
量）は１t以上（特定第一種指定化学物質の場合は
0.5t以上）か

NO
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対象事業者の要件（③年間取扱量(a)）

[a事業所] [b事業所]

⚫ 年間取扱量は、事業所毎・PRTR対象物質毎の、年間の「製造量」「使用量」「その他の取扱
量」の合計値

年間取扱量

第一種指定化学物質X：0.5ｔ

第一種指定化学物質Y：0.5ｔ

※図は業種・従業員数とも届出要件を満たすとする

基準値

第一種
指定化学物質

1ｔ以上

特定第一種
指定化学物質

0.5ｔ以上

A社[本社]

考え方年間取扱量の要件

年間取扱量

第一種指定化学物質X：1.5ｔ

第一種指定化学物質Y：0.5ｔ

化学物質Xが
取扱量の要件を満たす

b事業所は化学物質Xの届出が必要

化学物質X・Yともに
取扱量の要件を満たさない

事業所ごと・
物質ごとに判断

a事業所は届出不要
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取扱量（使用量）の把握が必要な製品

⚫第一種指定化学物質を含む製品を「使用」する場合、例外的に把握しなくてもよい製品あり。

PRTR対象物質を含み（第一種指定化学物質１質量％以上又は特定第一種指定化学物質0.1質量％以上）、以下のいずれに
も該当しない製品は、含有するPRTR対象物質の取扱量を把握することが必要。

① 事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品

② 指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品

③ 主として一般消費者の生活用の製品

④ 再生資源
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取扱量（使用量）の把握が必要な製品等の確認フロー

（※）再生資源

資源の有効な利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十

八号）第二条第四項に規定する再生資源のことを指します。

○：使用量を把握するもの

×：使用量を把握しないもの

×

×

×

×

×等
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対象事業者の要件（ ③特別要件施設(b) ）

⚫ 特別要件施設を設置している事業所としての届出には、第一種指定化学物質の年間取扱量1t以
上（※）の基準は適用されない。

特別要件施設

１
鉱山保安法により規定される特定施設
（※金属鉱業又は原油及び天然ガス鉱業に属する事業者が所

有するものに限定）

２ 下水道終末処理施設

３

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により規定される一般廃
棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設
（※ゴミ処分業若しくは産業廃棄物処分業を営む事業者が有

するもの又は特定その他事業所にて生ずる廃棄物を処分
する処理施設が設置されているものに限定。）

４ ダイオキシン類対策特別措置法により規定される特定施設

特別要件施設

• 水質汚濁防止法第14条第1項の規程
に基づく測定の対象となる第一種指
定化学物質

（※）届出対象物質は特別要件施設により異なる。

届出対象物質（例）

事業者が主体的に第一種指定化学物質を
取り扱っていない、又は、これを含むも
のを取り扱っているとの認識がない。

（※）特定第一種指定化学物質の場合は0.5t以上
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排出量・移動量の区分

～別紙～
化学物質、排出量、移動量

18

⚫排出量・・事業活動に伴い環境中に排出されるPRTR対象物質の量。

⚫移動量・・事業活動に伴い発生する廃棄物に含まれて事業所外へ移動するPRTR対象物質の量。

1.大気

2.公共用水域

（直接）

4.事業場内での
埋め立て処分

3.土壌

6.事業所の外へ
の移動（廃棄）

5.下水道

＜排出量・移動量の区分＞

1.大気への排出

2.公共用水域への排出

3.当該事業所における土壌への排出

4.当該事業所における埋立処分

排出量 移動量

5.下水道への移動

6.当該事業所の外への移動

（5によるものを除く）

１～６
の区分
毎に把
握し、
届出。



19

①物質収支による方法

②実測による方法

③排出係数による方法

④物性値を用いた計算に
よる方法

排出量
または
移動量

年間取扱量 製造品としての搬出量 他の排出量・移動量

年間取扱量排出係数

物性値を用いた計算による
排ガス、排水
または

廃棄物中の対象物質濃度

年間の排ガス量、排水量
または
廃棄物量

年間の排ガス量、排水量
または
廃棄物量

排ガス、排水
または

廃棄物中の対象物質濃度

＝ - -

＝ ×

×＝

排出量
または
移動量

排出量
または
移動量

排出量
または
移動量

＝ ×

「PRTR排出量等算出マニュアル」第5.2版 https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/PRTRmunyuaru_r7.html

排出量・移動量の算出方法の考え方
⚫排出量、移動量の算出方法には、4種類の基本的な方法がある。

⚫4種類の方法以外に、より精度よく算出できると思われる経験値等を用いた方法でもよい。
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①物質収支による算出方法について

対象物質の年間取扱量から製品としての搬出量及び実測や排出係数等から算出した他の排出量、移動量
を差し引いて算出する方法  (排出量等算出マニュアルⅠ-39参照)

利点
• 施設や工程全体の対象物質の流れを把握するのに有効
である。

• 数学的な計算により排出量等を算出するので、費用が少
ない。

留意事項
• 排出量が多い媒体への排出量に用いた方が、より精度良
く算出できる。

• 年間取扱量、搬出量、その他の排出量等の精度に依存す
る。

• 処理装置を設置している場合は、処理後の排出量を算出
する必要がある（算出結果に処理装置の除去率をかけ合
わせる、または除去量を年間取扱量から差し引く）。

• 対象物質が副生成する場合は、その副生成量を年間取
扱量に含めて算出する必要がある。

• 取扱量と排出量、移動量の合計値との比較を行い、見積
りちがいをしているものがないか確認することが望ましい。

排出量
または
移動量

年間取扱量
製造品としての
搬出量

他の排出量・
移動量

＝ - -
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②実測による算出方法について

事業所の主要な排出口における排ガス、排水または廃棄物中の対象物質濃度を実測し、それぞれ排ガス量、
排水量または廃棄物量とかけ合わせて算出する方法 (排出量等算出マニュアルⅠ-40参照)

利点
• 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法などの法令
にもとづき、排ガスや排水中の濃度を測定している場合、その値を利用できる。

• 排ガス、及び排水処理装置を設置している場合、回収や除去の能力の確認も行
うことができる。

留意事項
• 外気温度や作業状況の変化などにより排ガス、排水量や廃棄物量、排出濃度が
大きく変化する場合には、必要に応じて状況毎に実測してその平均をとるなどの対
応が望ましい。

• 測定値の精度に気をつける。

年間の排ガス量、排水量
または
廃棄物量

排ガス、排水
または

廃棄物中の対象物質濃度
＝ ×

排出量
または
移動量

大気排出量
　　＝排ガス濃度
　　　　×排ガス量
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③排出係数による算出方法について

対象物質の年間取扱量にモデル実験などで別途算定した取扱量と排出量の比(排出係数)をかけ合わせて算
出する方法 (排出量等算出マニュアルⅠ-40参照)

利点
• 取扱量を調査するだけで容易に排出量が算出できる。
• 数学的な計算により排出量等を算出するので、利用できる排出係数が
ある場合には、費用が少ない。

留意事項
• マニュアルに記載された排出係数は、必ずしも実態を反映していないの
で、自社の経験などをもとにした適切な排出係数がある場合にはそれを
使用する。

• マニュアルや業界団体が作成しているマニュアル等に掲載してある排出係
数を利用する場合には、それが自社で利用できるかどうかを精査する。
また、業種別マニュアル等は更新されることがあるため、掲載された排出
係数に変更がないか、毎年確認することが望ましい。

• 排出量が取扱量で決定されるため、事業所における排出抑制対策等
の努力が計算結果に反映されないことがある。

年間取扱量排出係数 ×＝
排出量
または
移動量

大気排出量＝
　　　排出係数
　　　　　×年間取扱量

年間
取扱量
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④物性値を用いた計算による算出方法について

飽和蒸気圧や水への溶解度等により対象物質の排ガスまたは排水中の濃度を推測し、それに排ガス量や排
水量をかけ合わせて算出する方法 (排出量等算出マニュアルⅠ-41参照)

利点
• 算出に用いるデータを各種の便覧等から入手できる。
• 実測などと比較して経費が安い。

留意事項
• 実態にあうよう温度等の条件を設定するには化学工学的知
識が必要である。

• 理論式を用いて仮想条件の値や最大値を算出するので、事
業所の実態と異なることもある。

• 対象物質を純物質として使用する場合には、各種の便覧等
に掲載されている物性値を使用することができるが、他の物
質と混合している場合にはそのままの値では使用できないこ
とがある(他の算出方法を使用する)。

物性値を用いた計算による
排ガス、排水
または

廃棄物中の対象物質濃度

年間の排ガス量、排水量
または
廃棄物量

排出量
または
移動量

＝ ×

水域排出量＝
　　水溶解度
　　　　×排水量

塗装(水洗)ブース



使用する算出方法を選択する際の考え方の例
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Ⅰ 排出ポイントの数・

種類はどうか？

Ⅱ 本マニュアルや業種別マニュアル等で想定

されている排出ポイントと、排出の特徴にど

の程度ちがいがあるか？

Ⅲ 排出濃度の大きさはどうか？

Ⅳ 排出量・濃度の、時間等による変化の大き

さはどうか？

Ⅴ 排出ポイントや対象物質の用途・

取り扱われる工程・そこでの取り扱

われ方などを、どの程度把握してい

るか？

Ⅴ 排出ポイントや対象物質の用途・

取り扱われる工程・そこでの取り扱

われ方などを、どの程度把握してい

るか？

少ない

十分に把握し

ている

中程度

多い

十分に把握してい

ない

大きい

小さい

物質収支

○

十分に把握し

ている

十分に把握して

いない

望ましいと考えられる算出方法

実測

取扱量または排出量全体に占める割合

が最も大きい排出ポイント

それ以外の排出

ポイント

実測 排出係数 物性値

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○
大きい

小さい
○ ○ ○ ○

○ ○ ○
大きい

小さい
○ ○ ○

○ ○ ○ ○

最も確からしい・最も透明性が高い算出結果が得られるように、算出方法(またはその組み合わ
せ)を選択、使用。
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工程における排出量、移動量の算出イメージ

工程A 工程B
原材料、資材等
（取扱量）

製品
（搬出量）

大気排出A

大気への排出量＝大気排出A＋大気排出B
水域への排出量＝水域排出A＋水域排出B
土壌への排出量＝土壌排出A
廃棄物に含まれる量＝廃棄物A＋廃棄物B

各工程での取り扱われ方等を十分に把握していない場合
（②～④で算出する場合）

水域排出A廃棄物A 土壌排出A

大気排出B

水域排出B 廃棄物B

水域への排出量＝水域排出A＋水域排出B
土壌への排出量＝土壌排出A
廃棄物に含まれる量＝廃棄物A＋廃棄物B
大気への排出量＝取扱量ー製品としての搬出量

 ー廃棄物に含まれる量ー土壌への排出量
       ー水域への排出量

各工程での取り扱われ方等を十分に把握している場合
（大気への排出量を「①物質収支」で算出する場合）

・・・

全ての排出源からの排出量、移動量が把握できない場合は以下の順に算出
フロー１：環境への最大潜在排出量の算出
フロー２：大気・水域・土壌への排出量の算出
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フロー１：環境への最大潜在排出量の算出方法

ステップ１：
対象物質の年間取扱量の算出

ステップ２：
製品や半製品としての搬出量等の算出

ステップ３：
廃棄物に含まれる量の算出

ステップ４：
環境への最大潜在排出量の算出

廃

塗料

廃

ｼﾝﾅｰ
塗料カス

対象物質の
年間取扱量

ｔ/年

対象物質の
年間製造量

ｔ/年
＝ ＋

対象物質の
年間使用量

ｔ/年
塗料A

(液体)

ｼﾝﾅｰB

(液体)

年間取扱量、搬出量等の算出、廃棄物に含まれる量を算出後に、環境への最大潜在排出量を算出

※環境(大気・水域・土壌)への排出量がほとんどないと考えらる場合は、物質収支で算出

※対象物質が製品や半製品に含まれない場合はゼロ

廃棄物に含まれる
対象物質の含有率、

または、その他の経験値等

%

× ÷ 100

対象物質の
廃棄物に
含まれる量

kg/年

廃棄物の
発生量

kg/年

＝



27

フロー２：大気・水域・土壌への排出量の算出

ステップ１：
土壌への排出量の算出

ステップ２：
大気、水域の排出量の多い媒体と少ない

媒体の判定

ステップ３：
「排出量の少ない媒体」への排出量の算

出

ステップ４：
「排出量の多い媒体」への排出量の算出

排出量の多い媒体への排出量の算出には、①物質収支で算出し、その他の媒体への排出量は②～④で算出

※土壌への漏洩等がない場合はゼロ

下記の事項等を検討して、排出量の多い媒体と少ない媒体を判定
a）対象物質の性状(ガス状、液状、固体状)、取扱方法※1

b）対象物質のヘンリー定数※2

※1：まったくないと想定できる場合（排水が発生しないなど）は、排出量ゼロ
※2：ヘンリー定数の大きい物質が大気へ排出されやすい

⚫ 排出量の少ない媒体への排出量は、「②実測による方法」、「③排出係数による方法」、
「④物性値を用いた計算による方法」で算出。

⚫ 排ガス又は排水処理を行っている場合は、除去率、分解率※を用いて、「処理後の排出
量」、「処理による分解量」、「処理により発生する廃棄物に含まれる量」を算出

※除去率：除じん装置、沈殿装置、活性炭吸着装置等により取り除く割合
※分解率：燃焼装置や微生物分解装置等により別の物質(二酸化炭素や水等)に分解する割合

ステップ５：
排出、移動量の集計

各ステップで算出した結果を届出の分類に区分

※排ガス又は排水処理を行っている場合は、
除去率・分解率から、「処理後の排出量」、
「処理により発生する廃棄物に含まれる
量」を算出。
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内容
１．PRTR制度の概要

２．PRTR対象物質・取扱量の把握

３．排出・移動量の算出方法

４．排出・移動量算出の注意点

５．PRTR排出量の正確な届出の意義

６．参考情報



✓届出物質が足りないのでは？

✓ この数値は異常に多く／少なくないか？

✓取扱量と間違えていないか？

✓届出不要の物質が含まれていないか？

✓別の区分を忘れていないか？

対象物質、区分（大気、水域など）、数値、業種、届出物質の過不足、異常値等の確認を行う。

届出書を提出する前に確認するポイント

✓前年度と比較して、数値が大幅に増大または減少している
 →取扱量を届出している
 →計算ミス
 →単位を間違えている

✓前年度と比較して、届出物質が大きく入れ替わっている
 →物質番号または物質名の記載ミス
 →違う事業所の届出と間違えている
 →物質の選択ミス（電子届出・磁気届出で多い）

前年度の比較から届出物質の過不足、数値の異常等の確認を行う。
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排出量等算出にあたってご確認頂きたいポイント
化管法PRTR届出における業種や排出・移動量算出に関して、主にご確認頂きたい12のポイントをまとめ
ました。 https://www.nite.go.jp/data/000146007.pdf

30
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⑤化学反応して別の物質に変化していませんか。
取扱時は対象物質であっても、排出・移動時に届出対象外の物質に変化した場合は、排出・
移動量に含みません。
（例：重合原料、キレート剤、反応性の高い物質など）

物質 疑義のある内容 具体的な物質例

重合原料 液体または気体であるはずの
モノマーが廃棄物の種類とし
て「06：廃プラスチック類」
を選択している届出

002 アクリルアミド
004 アクリル酸及びその水溶性塩
240 スチレン
415 メタクリル酸
675 テトラフルオロエチレン など

キレート剤 スケール防止など金属イオン
を捕捉し別に物質に変化する
にもかかわらず、公共用水域
への排出量や下水道への移動
量が大量の届出

595 エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリ
ウム塩

604 カリウム=ジエチルジチオカルバマート
698 ニトリロ三酢酸及びそのナトリウム塩
708 1-ヒドロキシエタン-1,1-ジイルビス(ホスホン酸)

反応性の高
い物質

別物質に変化しやすいイソシ
アネート類や水処理剤、アミ
ン類大量である届出

265 テトラヒドロメチル無水フタル酸
333 ヒドラジン
391 ヘキサメチレン＝ジイソシアネート
448 メチレンビス（４，１－フェニレン）＝ジイソシアネート
626 ジエタノールアミン など

化学物質ファクトシート：https://www.prtr.env.go.jp/factsheet/factsheet.html
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⑦排出先の区分は適切でしょうか。
高沸点化合物や金属の排出先が大気になっていませんか。
難水溶性物質の排出先が公共用水域になっていませんか。

物質 疑義のある内容 具体的な物質例

高沸点化合物 有機高沸点化合物（沸点190℃以
上の有機化合物）の大気排出量
が大量である届出

354 フタル酸ジ－ノルマルーブチル
448 メチレンビス（４，１－フェニレン）＝ジイソシア

ネート
626 ジエタノールアミン
698 ニトリロ三酢酸及びそのナトリウム塩
753 硫化（２，４，４－トリメチルペンテン） など

金属 金属、または金属化合物等の大
気への排出を含む届出

001 亜鉛の水溶性化合物
272 銅水溶性塩（錯塩を除く。）
309 ニッケル化合物
667 炭化けい素
697 鉛及びその化合物 など

難水溶性物質 通常は分離処理や沈降処理など
により除去される難溶性物質を
大量に排出する届出

053 エチルベンゼン
080 キシレン
300 トルエン
406 ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣＢ）
667 炭化けい素 など

PRTR排出量等算出マニュアル 第5.2版 Ⅲ-449～508： https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/PRTRmunyuaru_r7.html
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⑨処理装置による除去率を考慮していますか。
排ガスや排水処理装置による除去率・分解率については、 PRTR排出量等算出マニュアルを
参照してください。

PRTR排出量等算出マニュアル 第5.2版 Ⅲ-563-565： https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/PRTRmunyuaru_r7.html

事業所で排ガス及び排水処理の除去率や分解率のデータを持っている場合は、そのデータを活用して構いません。
排ガス及び排水処理の除去率や分解率のデータがない場合にご活用ください。
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排出量等算出のQ&A

排出量等算出のQ&A（NITE）
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/qanda/faq_prtr2.html

排出量等算出のQ&A（経済産業省）
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/la
w/qa/manual_faq.html
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内容
１．PRTR制度の概要

２．PRTR対象物質・取扱量の把握

３．排出・移動量の算出方法

４．排出・移動量算出の注意点

５．PRTR排出量の正確な届出の意義

６．参考情報
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PRTR排出量の活用
行政における環境保全や事業者に自主管理を求める際の基礎データ、さらには、国民の理解の
促進等のために、PRTR排出量は多面的に利用される。

① 環境保全上の基礎データ

上下水道に係るガイドラインの策定や土地履歴調査への活用

② 行政による化学物質対策の優先度決定のための判断材料

化審法におけるリスク評価、有害大気汚染物質の見直し、モニタリング地点選定などへの活用

③ 事業者による自主的な管理の改善の促進支援

事業者によるリスク評価実施のためのツール提供やリスク情報の提供

④ 国民への情報提供と化学物質に係る理解の促進

地図情報を作成するためのPRTRデータの活用

⑤ 環境保全対策の効果・進捗状況の把握

有害大気汚染物質に関する自主管理のフォローアップやオゾン層年次報告、行政目標の策定

PRTR 制度において期待される多面的な意義

経済産業省令和元年度化学物質安全対策（化管法の見直しに関する調査）報告書
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/pdf/R1PRTRreview.pdf

環境省「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」の施行状況等について（報告書 ）
付属資料5  PRTRデータの活用事例について
https://www.env.go.jp/chemi/prtr/archive/H28_houkokusyo/fuzoku_5.pdf



37

NITEにおけるPRTRデータ活用した化学物質管理の取り組み

GIS用PRTRデータの提供について リスク情報の提供について

⚫ GIS用PRTRデータの提供：

PRTRデータの利活用を促進するため、GIS*などを利用して地図上に表示するためのデータを提供

⚫ リスク情報の提供

PRTRデータが化審法のリスク評価に活用されていることを事業者に説明するとともに、リスク評価結果
などを情報共有して意見交換を行うことで、事業所における届出排出量の精緻化を支援

＊地理情報システム（GIS：Geographic Information System）

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/mapdata/index.html
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/qanda/prtr_utilization.html
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内容
１．PRTR制度の概要

２．PRTR対象物質・取扱量の把握

３．排出・移動量の算出方法

４．排出・移動量算出の注意点

５．PRTR排出量の正確な届出の意義

６．参考情報
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排出量算出にあたって参考となる情報

• PRTR制度 対象化学物質

経済産業省：https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/2.html

NITE：https://www.nite.go.jp/chem/prtr/prmate.html

NITE-CHRIP：https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop

環境省ファクトシート：https://www.prtr.env.go.jp/factsheet/factsheet.html

• PRTR排出量等算出マニュアル 第5.2版
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/PRTRmunyuaru_r7.html

• 業種別排出量等算出マニュアル作成団体一覧
経済産業省：
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/gyoushumunyuaru.html

NITE： https://www.nite.go.jp/chem/prtr/calc.html

• 排出量等算出のQ&A
NITE： https://www.nite.go.jp/chem/prtr/qanda/faq_prtr2.html
経済産業省： https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/manual_faq.html
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ご清聴ありがとうございました

◆ ＰＲＴＲ届出物質、届出要件、排出量算出方法等に関する問合わせ
    『ＰＲＴＲサポートセンター』

E-mail support_prtr@nite.go.jp
 ＴＥＬ ０３－５４６５－１６８１

（平日９：００～１２：００、１３：００～１７：００）
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